
船舶事故調査報告書 

令和３年１１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年１２月６日 １４時３０分ごろ 

発生場所 大分県大分市佐賀関
さ が のせ き

港北北西方沖 

 佐賀関港西防波堤灯台から真方位３４０°２.４海里付近 

 （概位 北緯３３°１７.４′ 東経１３１°５０.９′） 

事故の概要  遊漁船べっぷ丸は、西進中、また、プレジャーボートうみたかは、

漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和２年１２月８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 べっぷ丸、７.３トン 

   ＯＴ２－５５８７（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９２－４２８４１号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート うみたか、５トン未満（長さ５.２２ｍ） 

   ２９４－１４０５３大分、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（同乗者） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に亀裂 

Ｂ 右舷船尾部に剝離 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、釣り客１０人を乗せ、

遊漁を終え、約２０ノットの対地速力で、船長Ａが操舵室で手動操舵

として操船に当たり、操舵室窓に波しぶきがかかり、左舷前方からの

太陽光が眩しい状態で西進中、右舷船首部がＢ船と衝突した。 

船長Ａは、レーダー映像に船舶の映像が映っていなかったので、航

行の支障となる船舶はいないと思い、同じ針路及び速力で航行を続け

ていた。 

Ａ船は、ワイパーが設置されていたが、窓枠近くにワイパーがかか

らない部分が存在していた。 

船長Ａは、Ｂ船が舷高の低い小型船で波に紛れてレーダー映像に映

らず、操舵室窓に波しぶきがかかる状態だったので、操舵室窓に波し

ぶきがかからないように速力を落として注意深く航行すれば良かった

と本事故後に思った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人（以下「同乗者」とい



う。）２人を乗せ、釣りをしながら漂泊中、船長Ｂが、Ｂ船に向かっ

て航行するＡ船を認め、Ａ船の船首がＢ船の船尾方を向いたように見

えたので、航行するＡ船がＢ船を避けてくれると思い、釣りを続けた

ところ、更に向かってきたので衝突の危険を感じ、大声で叫び、機関

を前進に入れたものの、右舷船尾部とＡ船の右舷船首部とが衝突し

た。 

分析  Ａ船は、西進中、操舵室窓に波しぶきがかかり、左舷前方からの太

陽光で前方が見えにくい状況下、船長Ａが、前路に航行の支障となる

船舶がいないと思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、前

路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、レーダー映像に船舶の映像が映っていなかったことか

ら、前路に航行の支障となる船舶はいないと思ったものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、釣りを行っていたところ、接近するＡ

船を認め、航行するＡ船がＢ船を避けてくれると思い、漂泊を続けた

ことから、大声で叫び、機関を前進に入れたものの、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が波しぶきと太陽光により前方が見えにくい状況で

西進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、前路に航行の支障となる船舶がい

ないと思い、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Ｂが、航行

するＡ船がＢ船を避けてくれると思い、漂泊を続けたため、両船が衝

突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、前路に他船がいないと思わず、波しぶきがか

かり、太陽光で前方が見えにくい状況の場合、速力を落とすなど

して、周囲の適切な見張りを行うこと。 

 ・小型船舶の船長は、漂泊中、接近する他船を認めた場合、他船が

避けてくれると思い込まず、余裕がある時機に船体を移動させる

など、衝突を避けるための措置を採ること。 

 


